
【問合わせ】 子育て支援課　８４-０６５７

ＤＶ（配偶者からの暴力）・児童虐待（子どもへの暴力）は

重大な人権侵害に当たる行為です！！

市
民
一
人
ひ
と
り
が
Ｄ
Ｖ
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
、
誰
も
が

安
心
し
て
暮
ら
せ
る
あ
た
た
か
い
地
域
づ
く
り
を
目
指
し
ま
し

ょ
う
。

配
偶
者
や
恋
人
な
ど
親
密
な
関

係
に
あ
る
、
ま
た
は
あ
っ
た
者
か

ら
振
る
わ
れ
る
暴
力
の
こ
と
で

す
。
配
偶
者
暴
力
防
止
法
に
お
い

て
は
、
被
害
者
を
女
性
に
限
定
し

て
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
配
偶
者

か
ら
の
暴
力
の
被
害
者
は
多
く
の

場
合
女
性
で
す
。

デ
ー
ト
Ｄ
Ｖ
は
結
婚
し
て
い
な

い
男
女
間
で
の
体
、
言
葉
、
態
度

に
よ
る
暴
力
の
こ
と
で
す
。
最

近
、
10
代
、
20
代
の
若
い
カ
ッ
プ

ル
の
間
で
も
起
こ
り
社
会
問
題
と

な
っ
て
い
ま
す
。

一
人
で
も
多
く
の
人
が
Ｄ
Ｖ
・

デ
ー
ト
Ｄ
Ｖ
に
関
す
る
正
し
い
知

識
と
理
解
を
持
つ
こ
と
が
暴
力
に

苦
し
む
人
へ
の
支
援
に
つ
な
が

り
、
社
会
か
ら
Ｄ
Ｖ
を
根
絶
し
て

い
く
こ
と
が
可
能
に
な
り
ま
す
。

女
性
の
た
め
の
相
談

誰
に
も
言
え
ず
に
ひ
と
り
で
悩

ん
で
い
ま
せ
ん
か
。
ま
ず
は
、
専

用
電
話
へ
気
軽
に
お
か
け
く
だ
さ

い
。
女
性
の
相
談
員
が
あ
な
た
の

お
話
を
お
聴
き
し
ま
す
。
専
門
の

カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
に
よ
る
面
接
相
談

（
託
児
あ
り
）
も
あ
り
ま
す
。

■
相
談
方
法
（
電
話
・
面
接
）

　

専
用
電
話　
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女
性
に
対
す
る
暴
力
を
な
く
す

運
動
週
間
（
11
月
11
日
〜
25
日
）

暴
力
は
そ
の
対
象
の
性
別
や
加

害
者
・
被
害
者
の
間
柄
を
問
わ

ず
、
決
し
て
許
さ
れ
る
も
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
特
に
配
偶
者
な
ど

か
ら
の
暴
力
、
性
犯
罪
、
売
買

春
、
人
身
取
引
、
セ
ク
シ
ュ
ア
ル

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
、
ス
ト
ー
カ
ー
行

為
な
ど
女
性
に
対
す
る
暴
力
は
女

性
の
人
権
を
侵
害
す
る
も
の
で
、

男
女
共
同
参
画
社
会
を
形
成
し
て

い
く
う
え
で
克
服
す
べ
き
重
要
な

課
題
で
す
。

パ
ネ
ル
展
示

■
期
間　

11
月
１
日
㈬
〜
30
日
㈭

■
場
所　

半
田
市
役
所
1
階

　
　
　
　

市
政
情
報
コ
ー
ナ
ー

Ｄ
Ｖ（
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク

バ
イ
オ
レ
ン
ス
）と
は
？

デ
ー
ト
Ｄ
Ｖ
と
は
？

相
談
窓
口

催
し・講
演
会
な
ど

■ＤＶに関する相談窓口

※子どもが夫婦間の暴力（ＤＶ）を目撃した場合は、子どもに対する
　心理的虐待になります。

身体的暴力 殴る、蹴る、引きずりまわす、物を投げつける など

心理的暴力 大声で怒鳴る、ののしる、脅す など

性 的 暴 力 性行為を強要する、避妊に協力しない など

経済的暴力 生活費を渡さない、働きに行かせない など

社会的暴力 行動の制限、友人に会わせない など

相談機関
半田市

子育て支援課
愛知県女性
相談センター （０５２）９６２-２５２７

電話

８４-０６５７（直通）

弁護士によるＤＶ
専門電話相談
愛知県女性相談
センター知多駐在室 ３１-０１２１

（０５２）９６２-２５２８
月曜日14時～15時３０分

講 演 会

面前ＤＶが子どもの後の人格形
成、正常な発達等に与える深刻な被
害について学びます。
■日　時　１１月２０日（月）
　　　　　１４時～１５時３０分
■場　所　半田市役所大会議室
■対　象　市民
■講　師　隠岐 美智子 氏

（フェミニストサポート
センター・東海 理事長）

■申込み　不要（参加費無料）

DV

まずは
相談!
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面前ＤＶが与える
子どもへの深刻な

被害

お　き　 み　ち　こ


